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１.鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）関係

1-Q1 １階をＲＣ造の駐車場とし、２階に木造の住宅部分を設ける場合、ＲＣ造と木造部分で

外壁の高さはどのように考えるとよいですか。
P.2

1-Q2 ＲＣ造の構造熱橋部における線熱貫流率（ψ）の値は、どのように求めますか。 P.4

1-Q3
ＲＣ造でＡＬＣパネルを用いた外壁の熱貫流率を求める際、ＡＬＣパネルを梁下に設置

する場合等は、梁等のＲＣ造の部分とＡＬＣパネルの部分の仕様を分けて計算すること

が必要ですか。

P.8

２.鉄骨造（Ｓ造）関係

2-Q1 Ｓ造の建築物において部位の熱損失量を計算する際に、鉄骨の熱橋部はどのように扱う

のですか。
P.9

2-Q2 Ｓ造の外壁の線熱貫流率（ψ）と一般部の熱貫流率（Ｕ）の値はどのように求めるとよ

いですか。
P.12

2-Q3 Ｓ造の梁の線熱貫流率（ψ）の値はどのように求めるとよいですか。 P.14

2-Q4 平屋建てのＳ造の建築物（梁下の天井断熱）の場合、外壁の熱損失量はどのように計算

するとよいですか（開口部はないものとします）。
P.15

2-Q5
【仕様ルートの適否判定】

熱的境界の内に熱橋となる梁が存する建物の外壁を仕様基準の「部位の熱貫流率」で適

否判定をする場合は、どのようになりますか。

P.16

2-Q6 Ｓ造の梁上にＰＣスラブを設置した場合の熱橋部の線熱貫流率は、Ｓ造とＲＣ造のどち

らで計算するのですか。
P.17

３.共同住宅関係

3-Q1 共同住宅で住戸に隣接するメーターボックスやエレベーターシャフトがある場合、その

境界部分はどのように計算しますか。
P.18

４.寄宿舎関係

4-Q1 寄宿舎の省エネ基準への適合確認は、どのようにしますか。 P.19

巻末資料

【はじめに】

本Ｑ＆Ａは、2025年4月からの省エネ基準適合の全面義務化以降に、国土交通省や省エネサポート

センター、省エネ適判機関等へお問い合わせのあったもののうち、問い合わせ内容が多いもの・間

違えやすいものについて、考え方を示すものです。
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1-Q1 １階をＲＣ造の駐車場とし、２階に木造の住宅部分を設ける場合、ＲＣ造

と木造部分で外壁の高さはどのように考えるとよいですか。

１階駐車場部分を熱的境界の外として考える場合は、木造住宅と同様、以下の

【１】、【２】のとおり、床断熱もしくは基礎断熱の別に応じて判断をします。ま

た、１階駐車場部分を熱的境界の内として考える場合は、【３】のとおり、ＲＣ造

の天端から上部を木造の外壁として、下部をＲＣ造の外壁として計算をします。

1-A1

１.鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）関係

【１.駐車場が熱的境界の外でコンクリート上に床下地を組んで断熱材を充填する場合】

駐車場が熱的境界線の外で、住宅の床組部分で断熱をしている場合は、図1-1 のように床断熱

の木造住宅と同様に計算をします。

【２.駐車場が熱的境界の外でコンクリート面に断熱材を直貼りする場合】

駐車場が熱的境界線の外で、ＲＣ造のスラブ上面で断熱をしている場合は、図1-2 のように基

礎断熱の木造住宅と同様に計算をします。なお、図1-3 のようにスラブ下に断熱をする場合で

構造熱橋部が生じる場合は、基礎の線熱貫流率ではなく、ＲＣ造の構造熱橋部としての線熱貫

流率の加算が必要となりますのでご注意ください。

図1-1

図1-2 図1-3
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【３.駐車場が熱的境界の内の場合】

駐車場が熱的境界線の内となる場合は、図1-4 のように【２.駐車場が熱的境界の外でコンクリー

ト面に断熱材を直貼りする場合】と同様にＲＣ造の天端から上部を木造の外壁として、下部をＲ

Ｃ造の外壁として計算をします。なお、図1-5 のようにＲＣ造の部分で構造熱橋部が生じる場合

は、当該部分の線熱貫流率の加算も必要となりますのでご注意ください。

図1-4 図1-5
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1-Q2 図1-6 のＲＣ造の構造熱橋部における線熱貫流率（ψ）の値は、どのよう

に求めますか。

※国立研究開発法人建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関

する技術情報（住宅）」の第三章第三節熱貫流率及び線熱貫流率 付録Ｃ表１（巻末に記載）

図1-6

図1-7 のように梁部分に断熱材を施工しない場合は、図1-8 のように無断熱の壁と

して計算したうえで、線熱貫流率ψ＝3.35（W/mK）の加算が必要となりますのでご

注意ください。

1-A2
ⓐ

ＲＣ造の構造熱橋部の線熱貫流率は、当該熱橋の断熱補強の有無、熱橋の形状、境

界の組合せ等に応じて建築研究所の表※により求める他、これらの条件によらず、

ψ＝3.35（W/mK）を用いることができます。以下に、条件に応じた判別の例を、い

くつか示します。

図1-7 図1-8

構造熱橋部
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境界の組合せは確認できるが、「構造熱橋部で取り合う面の組み合わせ」「構造熱

橋部の特徴」「断熱補強仕様」の判断がつかない場合は、「境界の組合せ」の中か

ら最も大きい数値を用ることができます。この場合の境界の組合せは、図1-9 のよ

うに「外気２室内２」ですので、 表1-1 より、線熱貫流率ψ＝1.65（W/mK）とな

ります。

1-A2
ⓑ

外
気
２
室
内
２

表1-1

この中で最も大きい数値

ＲＣ造の構造熱橋部の線熱貫流率

構造熱橋部

外気２室内２の組合せ

外気２室内２の組合せ

図1-9
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図1-10 のように、「構造熱橋部で取り合う面の組み合わせ」「構造熱橋部の特

徴」「断熱補強仕様」が、「内断熱と内断熱」「壁式等以外」「断熱補強なし」の

場合は、表1-2 より、線熱貫流率ψ＝1.60（W/mK）となります。

1-A2
ⓒ

表1-2

外
気
２
室
内
２

ＲＣ造の構造熱橋部の線熱貫流率

壁式等以外

内断熱

断熱補強なし

内断熱

構造熱橋部

外気２室内２の組合せ

外気２室内２の組合せ

図1-10
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図1-11 のように断熱補強をした場合の線熱貫流率（ψ）の値は、断熱補強仕様の

確認をしたあと、線熱貫流率（ψ）を求めます。

例えば６地域の場合、表1-3 から「断熱補強仕様１」の条件を満たしていることが

確認できるので、表1-4 より、線熱貫流率ψ＝0.85（W/mK）となります。

断熱補強の断熱材の熱抵抗

＝断熱材の厚さd（m）／熱伝導率λ（W/mK）

＝0.02（m）／0.026（W/mK）

＝0.769（㎡K/W）（≧0.6）

図1-11

断熱補強

吹付け硬質ウレタンフォームＡ種１Ｈ（λ=0.026）

【１.断熱補強仕様の確認】

【２.線熱貫流率（ψ）を求める】

1-A2
ⓓ

断熱補強仕様２については巻末資料を参照してください。

構造熱橋部

外
気
２
室
内
２

表1-4 ＲＣ造の構造熱橋部の線熱貫流率

表1-3 地域の区分等に応じた断熱補強仕様１
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1-Q3 ＲＣ造でＡＬＣパネルを用いた外壁の熱貫流率を求める際、ＡＬＣパネル

を梁下に設置する場合等は、梁等のＲＣ造の部分とＡＬＣパネルの部分の

仕様を分けて計算することが必要ですか。

仕様が異なる場合は別々に計算することが基本ですが、図1-12 のように大半がＡ

ＬＣパネルの場合は、全てをＡＬＣパネルとして計算して構いません。ただし、図

1-13 のようにＲＣ造の部分とＡＬＣパネルの部分が同様の断熱を実施する場合に

限ります。

また、柱にＡＬＣパネルが設置される場合も同様です。

1-A3

図1-12

ＲＣ造の部分

ＲＣ造の部分

ＡＬＣパネルの
部分

ＡＬＣパネル
として計算

図1-13
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2-Q1 Ｓ造の建築物において部位の熱損失量を計算する際に、鉄骨の熱橋部はど

のように扱うのですか。

部位の熱損失量は部位面積に熱貫流率を乗じて求めますが、Ｓ造のように熱橋部が

ある場合は、熱橋部の長さに熱橋部の線熱貫流率を乗じた値を加算して計算します。

部位の熱損失量※

＝面積（Ａ）×熱貫流率（Ｕ)＋熱橋部の長さ（Ｌ）×線熱貫流率（ψ）

2-A1
ⓐ

２.鉄骨造（Ｓ造）関係

図2-1

※更に温度差係数を乗じますが、ここでは省略して説明をしています。

間柱（一般部の熱橋部）

： 2-A1ⓒ参照

計算例➪2-A2ⓑ

柱：2-A1ⓑ参照

計算例➪2-A2ⓐ

梁：2-A1ⓑ参照

計算例➪2-A3

図2-2

また、図2-1、図2-2に示すように、

Ｓ造では構造躯体である柱や梁の熱

橋部と、内外装材を受ける小断面の

Ｃ形鋼等（以下「スタッド等」とい

う）の熱橋部があり、それぞれ分け

て計算する必要があります。具体的

には、スタッド等の熱橋部は一般部

に含めて計算し、柱や梁の熱橋部は

線熱貫流率（ψ）として別途加算す

ることになります。

図2-2では、柱の熱橋部

と一般部を区切った図に

していますが、一般部の

熱貫流率は、断熱部位の

熱貫流率（Ug）と補正熱

貫流率（Ur）を合計して

求めます。さらに、柱の

線熱貫流率は、壁芯で計

算した面積当たりの柱長

さに応じた柱の線熱貫流

率を加算することになり

ます。線熱貫流率等の求

め方と計算例については、

次ページ以降をご参照く

ださい。
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Ｓ造における熱橋部（柱）の線熱貫流率

（注）通気層がある場合は、外装材の熱抵抗を加算することはできない。

（注）通気層がある場合は、外装材の熱抵抗を加算することはできない。

柱や梁等の「熱橋部の線熱貫流率（ψ）」は、熱橋部の外装材と断熱補強材の熱抵

抗を加算した値から表2-1、2-2※により求めます。なお、柱は表2-1、梁は表2-2を

用います。

表2-1

図2-3

表2-2

2-A1
ⓑ

Ｓ造における熱橋部（梁）の線熱貫流率

※表2-1、表2-2は、国立研究開発法人建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消

費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の第三章第三節熱貫流率及び線熱貫流率 表9、表10
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一般部の熱橋部の「補正熱貫流率（Ｕr）」は、一般部の外装材と断熱補強材の熱

抵抗を加算した値から表2-3 により求めます。なお、断熱補強材を施工しない場合

の「補正熱貫流率（Ｕr）」は、外装材のみの熱抵抗から求めることになります。

一般部の熱貫流率（Ｕ）は、上記で求めた（Ｕr）と、断熱部の熱貫流率（Ｕg）の

合計となります。

（注）通気層がある場合は、外装材の熱抵抗を加算することはできない。

表2-3

図2-4

2-A1
ⓒ

※表2-3 は、国立研究開発法人建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能

の評価に関する技術情報（住宅）」の第三章第三節熱貫流率及び線熱貫流率 表7

Ｓ造における一般部の熱橋部の仕様に応じた補正熱貫流率



12

熱橋部の線熱貫流率（ψ）は、以下の①、②によりに求めます。

2-Q2 図2-5 に示すＳ造の外壁の線熱貫流率（ψ）と一般部の熱貫流率（Ｕ）の

値はどのように求めるとよいですか。

図2-5

① 熱橋部の「外装材+断熱補強材」の熱抵抗を計算します。

② 熱橋部の線熱貫流率（ψ）を、表2-1 から求めます。

「外装材+断熱補強材」の熱抵抗（Ｒ）が 0.930 なので、熱橋部の線熱貫流率（ψ）は、0.08

（W/mK）となります。

表2-1

図2-6

表2-4

2-A2
ⓐ

Ｓ造における熱橋部（柱）の線熱貫流率（再掲・抜粋）
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③ 一般部の断熱部の熱貫流率（Ｕg）を計算します。

① 一般部の熱橋部の補正熱貫流率（Ｕr）を求めるために、「外装材+断熱補強材」の熱抵抗を計

算します。

② 一般部の熱橋部の補正熱貫流率（Ｕr）を表2-3 から求めます。

「外装材+断熱補強材」の熱抵抗が 0.930 なので、補正熱貫流率Urは、0.18（W/㎡K）となります。

④ 一般部の熱貫流率（Ｕ）は、Ｕg ＋Ｕr ＝ 0.227 + 0.18 ＝ 0.407（W/㎡K）となります。

表2-3

表2-5

表2-6

図2-7

2-A2
ⓑ

一般部の熱貫流率（Ｕ）は、以下の①、②、③、④により求めます。

Ｓ造における一般部の熱橋部の仕様に応じた補正熱貫流率（再掲・抜粋）
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熱橋部の線熱貫流率（ψ）は、以下の①、②によりに求めます。

2-Q3 図2-8 に示すＳ造の梁の線熱貫流率（ψ）の値はどのように求めるとよい

ですか。

図2-8

① 熱橋部の「外装材+断熱補強材」の熱抵抗を計算します。

② 熱橋部の線熱貫流率（ψ）を、表2-2 から求めます。

梁の見付寸法は200mm、「外装材+断熱補強材」の熱抵抗（Ｒ）は 0.654 なので、熱橋部の線

熱貫流率（ψ）は、0.50 （W/mK）となります。

表2-2

図2-9

表2-7

2-A3

Ｓ造における熱橋部（梁）の線熱貫流率（再掲・抜粋）
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① 外壁面積 =（10 + 6 + 10 + 6（m））x 2.6（m）= 83.2（㎡）

② 線熱橋長さ = 2.6（m）x 16（本）= 41.6（m）

③ 外壁の熱損失量 =（外壁面積 x 一般部の熱貫流率（Ｕ））+（線熱橋長さ x 線熱貫流率（ψ） ）

 = 83.2（㎡）x 0.407（W/㎡K）+ 41.6（m）x 0.08（W/mK）

 = 37.1904（W/K）

④ また、図2-11 b.や図2-11 c.のように屋根断熱における梁、あるいは２階建て以上の階間にお

ける梁など、熱的境界の内に熱橋となる梁が存する場合は、当該梁の線熱貫流率の加算が必要と

なりますのでご注意ください。

2-Q4 図2-10 に示す平屋建てのＳ造の建築物（梁下の天井断熱）の場合、外壁の

熱損失量はどのように計算するとよいですか（開口部はないものとしま

す）。

一般部の熱貫流率（Ｕ）

：0.407（W/㎡K）

熱橋部（柱）の線熱貫流率（ψ）

：0.08 （W/mK）

この場合の外壁の熱損失は図2-11 a.に該当します。

標準計算をする場合は、以下の①、②、③により求めます。 
2-A4

図2-11

図2-10

a.天井断熱 b.屋根断熱 C.階間

外壁の熱貫流率と梁の線熱貫流率



16

2-Q5 【仕様ルートの適否判定】

２-Ｑ４の図2-11 b.のような建物（熱的境界の内に熱橋となる梁が存す

る）の外壁を仕様基準の「部位の熱貫流率」で適否判定をする場合は、ど

のようになりますか。

仕様ルートにおける熱貫流率の適否判定は、単位面積あたりに換算して判断をしま

すが、仕様基準と誘導仕様基準では評価方法が異なりますので注意してください。

仕様基準では、熱的境界の内に梁による熱橋が生じても、その線熱貫流率を計算に

加算する必要はありません。一方、誘導仕様基準では、熱的境界の内に梁の熱橋が

生じた場合、その線熱貫流率を計算に加算します。

【１.仕様基準】

外壁の熱損失量を面積で除して求めます。

① 外壁面積 =（10 + 6 + 10 + 6（m））x 2.8（m）= 89.6（㎡）

② 線熱橋長さ（柱） = 2.8（m）x 16（本）= 44.8（m）

③ 外壁の熱損失量 =（外壁面積 x 一般部の熱貫流率（Ｕ））

+（線熱橋長さ（柱）x 線熱貫流率（ψ））

 = 89.6（㎡）x 0.407（W/㎡K）+ 44.8（m）x 0.08（W/mK）

 = 40.0512（W/K）

④ 外壁の熱貫流率 = 外壁の熱損失量 / 外壁面積

 = 40.0512（W/K）/ 89.6（㎡）= 0.447（W/㎡K）

例えば６地域の場合、外壁の熱貫流率の仕様基準は 0.53（W/㎡K）ですので、適合となります。

【２.誘導仕様基準】

外壁の熱損失量と梁の熱損失量を合計した熱損失量を面積で除して求めます。

① 外壁面積 =（10 + 6 + 10 + 6（m））x 2.8（m）= 89.6（㎡）

② 外壁の熱損失量 = 40.0512（W/K）・・・上記仕様基準の計算を参照

③ 梁の熱損失量 = 線熱橋長さ（梁） x 線熱貫流率（ψ）

 =（10 + 6 + 10 + 6（m））x 0.50（W/mK）＝ 16.0（W/K） 

④ 外壁の熱貫流率 = （外壁の熱損失量 + 梁の熱損失量 ） /外壁面積

 = （40.0512（W/K）+ 16.0（W/K））/ 89.6（㎡）= 0.626（W/㎡K）

例えば６地域の場合、外壁の熱貫流率の誘導仕様基準は 0.44（W/㎡K）ですので、不適合となり

ます。

2-A5

●計算条件

軒高：2800（mm）（2-Q4と外壁面積が異なります）

一般部の熱貫流率（Ｕ）：0.407（W/㎡K）・・・2-A2ⓑより

熱橋部（柱）の線熱貫流率（ψ）：0.08 （W/mK） ・・・2-A2ⓐより

熱橋部（梁）の線熱貫流率（ψ）：0.50 （W/mK） ・・・2-A3より

2-A5
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2-Q6 図2-12、図2-13 のように、Ｓ造の梁上にＰＣスラブを設置した場合の熱橋

部の線熱貫流率は、Ｓ造とＲＣ造のどちらで計算するのですか。

図2-12 のようにＰＣスラブが突出していない場合は、Ｓ造の梁の線熱貫流率を用

いて計算をします。

図2-13 のようにＰＣスラブが突出している場合は、Ｓ造の梁の線熱貫流率の値

（２-Ｑ１参照）とＲＣ造の線熱貫流率の値（１-Ｑ２参照）の両方を各表から選択

し、大きい方（性能の低い方）の値を用いて計算をします。

2-A6

図2-12 図2-13
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住戸に隣接する室、

空間の種類

仕様基準の基準値 標準計算の温度差係数

外気に開放された共用

廊下、屋内駐車場、

メーターボックスなど

外気に面する壁等の値を用いる。

ただし、空調された中廊下等に

存するメーターボックスは適用

外とする。

温度差係数「1.0」を用いる。た

だし、空調された中廊下等に存

するメーターボックスは、

「0.05（地域の区分1〜3地域）

」もしくは「0.15（地域の区分4

〜8地域）」を用いる。

エレベーターシャフト、

機械室、倉庫、屋内共

用廊下

外気に面する壁等の値を用いる。

ただし、当該室が空調されてい

る場合は適用外とする。

温度差係数「0.7」を用いる。た

だし、当該室が空調されている

場合は、「0.05（地域の区分1〜

3地域）」もしくは「0.15（地域

の区分4〜8地域）」を用いる。

他の住戸 適用外 一定の条件※を満たす場合は温度

差係数「0」を用いることができ

る。

上記条件を満たさない場合は、

「0.05（地域の区分1〜3地

域）」もしくは「0.15（地域の

区分4〜8地域）」を用いる。

集会室などの共用室、

店舗等の非住宅用途

適用外 「0.05（地域の区分1〜3地

域）」もしくは「0.15（地域の

区分4〜8地域）」を用いる。

※ 当該住戸の熱的境界を構成する各部位において、施工上やむを得ない部分を除き、外気に

接する壁及び開口部の熱貫流率は、それぞれ「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防

止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準（平成28年国土交通省告示第266

号）」における1（2）「イ外皮の熱貫流率の基準」及び１（3）イ開口部の熱貫流率の基準の

表に掲げる基準値以下とし、その他の外気等に接する部位は無断熱としないこと（８地域につ

いては問わない）。

3-Q1 共同住宅で住戸に隣接するメーターボックスやエレベーターシャフトがあ

る場合、その境界部分はどのように計算しますか。

共同住宅の住戸に隣接する室もしくは空間については、適用する評価方法に応じて、

原則表3-1のとおりとなります。3-A1

３.共同住宅関係

表3-1
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4-Q1 寄宿舎の省エネ基準への適合確認は、どのようにしますか。

寄宿舎は、住宅用途に該当し、複数世帯が居住する「共同住宅等」として取扱いま

す。そのため省エネ基準の適用に際しては、一般的な共同住宅と同様の取扱いとな

ります。

具体的には、各個室を住戸と見なし、それ以外の部分を共用部分として仕様基準の

適用、あるいは、標準計算を行います。

4-A1

４.寄宿舎関係
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次ページに続く

国立研究開発法人建築研究所 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に
関する技術情報（住宅） 第三章第三節熱貫流率及び線熱貫流率 付録C表１

巻末資料
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前ページより

国立研究開発法人建築研究所 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に
関する技術情報（住宅） 第三章第三節熱貫流率及び線熱貫流率 付録C表２及び表３
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